
用語 定義

い 一時払保険

料

　保険料を一括して払い込む場合の一時払保険

料をいいます。

か カード会社 　クレジットカード発行会社をいいます。

会員規約等 　カード会社との間で締結した会員規約等をい

います。

く クレジット

カード

　当会社の指定するクレジットカードをいいま

す。

つ 追加保険料 　普通保険約款等の規定により、当会社が請求

する追加保険料をいいます。

ね 年額保険料 　この保険契約に定められた総保険料をいいま

す。

ふ 分割保険料 　年額保険料を保険証券記載の回数に分割して

払い込むものとして保険証券に記載された保険

料をいいます。

ほ 保険料 　一時払保険料、初回分割保険料または追加保

険料をいいます。

保険料クレジットカード払特約

＜用語の定義＞
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

第１条　（この特約の適用条件）

　この特約は、保険契約者が、会員規約等に基づく会員またはクレジッ

トカードの使用が認められた者である場合で、かつ、保険契約者が保険

料をクレジットカードによって払い込むことを当会社が承認したときに

適用されます。

第２条　（保険料の払込み）

（１）保険契約者は、この特約により、クレジットカードによって保険

料を払い込むものとします。

（２）保険契約者から、保険料のクレジットカードによる払込みの申出

があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの

有効性および利用限度額内であること等の確認を行います。

（３）当会社は、（２）の確認を行ったうえで、当会社がクレジット

カードによる保険料の払込みを承認した時に保険料の払込みがあっ

たものとみなします。

第３条　（保険料領収前の事故）

（１）前条の規定により、当会社がクレジットカードによる保険料の払

込みを承認した時（注）以後、普通保険約款等に定める保険料領収

前に生じた事故による傷害または損害の取扱いに関する規定を適用

しません。

　（注）保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時と

します。

（２）当会社は、次のいずれかに該当する場合は、（１）の規定は適用

しません。

①　当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただ

し、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カー

ド会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に

支払っている場合は、その保険料が払い込まれたものとみなして（１）

の規定を適用します。

②　会員規約等に定める手続が行われない場合

第４条　（保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い）

（１）前条（２）①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社

は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合

において、保険契約者が、カード会社に対してこの保険契約にかか

わる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払っ

た保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

（２）保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場

合において、（１）の規定により当会社が保険料を請求し、保険契

約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、前条（１）の規定

を適用します。

第５条　（直接請求保険料不払の場合の取扱い）

（１）保険契約者が、前条（２）の保険料の払込みを怠った場合は、当

会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契

約を解除することができます。

（２）（１）の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

（３）（１）の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合にお

いて、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保

険料と既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過

期間に対する保険料を返還します。

第６条　（保険料の返還の特則）

　普通保険約款等の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当

会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認した後に保険料を

返還します。ただし、第４条（保険料の直接請求および請求保険料支払

後の取扱い）（２）の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払

い込んだ場合、または保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード

を使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の

全額を既に支払っている場合は、この規定は適用しません。

第７条　（準用規定）

　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか

ぎり、普通保険約款等の規定を準用します。

1


